
  

 

 

 

 

君津市中小企業者等テレワーク 

導入支援補助金 

- 申請要領 - 

   

＜申請受付期間＞ 

令和３年４月１９日（月）～令和４年２月２８日（月）まで 

 

 

【注意事項】 

・申請には要件がいくつかありますので、本要領をよくご確認ください。 

・補助金の交付決定前に購入や申込等したものは補助金の対象となりません。 

・申請した年度内にテレワークを開始していただく必要があります。 

・予算に達した場合は受付を終了します。 

 

 

君津市経済振興課 

【電  話】 ０４３９－５６－１５３１ 

【メ ー ル】 keizai@city.kimitsu.lg.jp 
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 補助金の概要 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、個々の事情に応じた多様で

柔軟な働き方を推進するため実施するもの。 

  

   

  以下の補助対象経費（税抜価格）の２/３（上限４０万円、千円未満切捨

て）を補助します。なお、補助金の交付を既に受けた実績のある事業所は申請でき

ません。 

     

区分 補助対象経費 

備品購入費 

端末機器及びその周辺機器並びにソフトウェアその他のテレワ

ークを導入するために必要な備品等の購入費（端末機器の更新

のみの場合は除く。） 

委託費 機器の設置、導入時運用サポート、保守等に係る委託費 

賃借料 機器のリース料 

利用料 
コミュニケーションツール、セキュリティソフト、グループウ

ェア等の利用料 

【注意事項】 

１ 交付決定前に購入等したものは対象になりません。 

２ 上記経費であっても、自社内部の取引によるものは対象外とします。 

３ この補助金以外の補助金の交付を受けている場合は、補助対象経費から 

当該補助額を控除するものとする。 

４ 単価が１０万円を超えるものについては、１０万円として算定する。 

５ 利用期間によって料金が変動するものは３か月分までを補助の対象とする。 

※物品等の購入や発注は可能な限り君津市内の事業者へ行ってください。 

 

  

２   補助金額   

１   趣旨   
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 対象要件 

下記の６つの要件を全て満たしている必要があります。   

（１）中小企業基本法第２条第１項における会社及び個人※１（以下、中小企業者）、

弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務

法人、社会保険労務士法人及び土地家屋調査士法人のいずれかに該当するこ

と。 

※１ 中小企業者の範囲（中小企業基本法による定義） 

 下記のいずれかを満たすこと  

業種  資本金の額又は出資の総

額  

常時使用する従業員の数  

① 卸売業  １億円以下  100 人以下  

② 小売業  5,000 万円以下  50 人以下  

③ サービス業  5,000 万円以下  100 人以下  

④ 製造業、建設業、運輸業  

その他業種（①～③を除く）  
３億円以下  300 人以下  

注 中小企業基本法に基づかない法人についても上記の表に準じる。 

（２）君津市産業支援センター（きみつの未来活力支援センター）において、テレ   

ワーク環境の構築に関して相談し、かつ、承認を得ていること。 

（３）テレワークを導入しようとする市内の事務所等に常時使用する従業員※が

５名以上勤務していること。 

（４）市税の滞納がないこと。 

（５）事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第

１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業並

びにこれらに類するものでないこと。   

  （６）「暴力団排除に関する規定」（ｐ１０参照）を遵守していること。また、本

件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。 

 

※期間の定めなく雇用されている労働者、または有期雇用のうち更新等によ 

り１年を超えて雇用されることが見込まれる従業員を指します。  
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 申請手続き 

  

 

◆問合先：君津市産業支援センター（きみつの未来活力支援センター） 

【電  話】 ０４３９－５０－８１１１ 

 

 

 

 

申請書類送付先  

【宛先】〒２９９－１１９２ 君津市久保２－１３－１ 

    君津市役所経済振興課 テレワーク補助金 担当 

原則、郵送での申請受付とします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の 

 観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点は電話またはメール 

にて対応させていただきます。 

 

◆問合先：君津市経済振興課  

【電  話】 ０４３９－５６－１５３１ 

【メ ー ル】 keizai@city.kimitsu. l g.jp 

  

１   テレワーク環境構築に関する事前相談（要予約） 

２   申請書類の準備・提出 
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【申請書類】 

   以下の点に留意して申請書類を提出してください。 

・必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。 

・申請書類の返却はいたしません。 

  申請書類一覧   チェッ

ク 

①   

君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金交付申請書  

（第１号様式）              （ｐ５参照）  

 

□  

②   
事業実施計画書（第２号様式）       （ｐ６参照）  

 
□  

③   

テレワーク環境構築図（任意様式）     （ｐ８参照）  

※事前に君津市産業支援センター（きみつの未来活力支援センター）

に相談し、承認を得ること 
 

□  

④   

公的身分証明書の写し             

（個人）運転免許証・マイナンバーカード 等 

（法人）登記事項証明書・定款の写し 等 

 

□ 

⑤ 

市内で事業を行っていることがわかる書類 

（営業許可証等・店のチラシ・事業所の外観写真と位置図等） 

※テレワークを導入する事業所所在地が④の書類で確認でき

ない場合のみ 

 

□ 

⑥ 
誓約書                  

 
□ 

⑦ 

市税の滞納がないことの証明書 

※指定様式で事前に納税課に申請し、証明されたものを提出

すること。 

 

□ 
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君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金交付申請書 

 

２０２１年４月１２日 

 

君津市長 石井宏子 様 

 

                  住所又は所在地 君津市久保２－１３－１ 

                     申請者   氏 名 又 は 名 称 有限会社 君津部品   

代表者氏名 代表取締役社長 君津太郎 ○印   

 

 君津市中小企業者等テレワーク導入支援補助金の交付を受けたいので、君津市中小

企業者等テレワーク導入支援補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。 

  

 

記 

 

１ 補助申請額         ４００,０００円 

２ 申請者概要 

業種 製造業 
従業員数 

（会社全体） 
１５人 

資本金又は 

出資の総額 
３００万円 

担
当
者 

氏 名 

 
君津 次郎 

電話番号 

 
0439-56-1531 

記載例 ①   君津市中小企業等感染防止対策補助金交付申請書  
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② 事業実施計画書 

事 業 実 施 計 画 書 

 

１ 事業実施期間 

事業の実施期間 

（着手）            （完了） 

☑交付決定日       ～   令和３年６月３０日 

□    年  月  日 

２ テレワーク導入実施計画 

他の補助金の有

無 
有（補助金の名称：           ）・無 

テ レ ワ ー ク を 導

入 す る 事 業 所 所

在地 

君津市久保２－１３－１ 

テ レ ワ ー ク を 導

入 す る 事 業 所 に

常 勤 す る 従 業 員

人数 

 

 

１５人 

テレワークを実施

する人数と頻度 

          

３人 

（１人当たり） 

週・ 月      ３回 

事 業 の 内 容 

１ 自社の現状と主な業務内容※具体的に記載してください。 

 当社は○○年より市内で製造業を営んでおり、主に自動車部

品の製造を事業の中核としつつ、電動工具の部品など、多品種

小ロットの金属製品の部品製造を行っている。 

 

２ テレワークで実施する予定の業務について※導入するサー

ビスや機器の利用方法、人数等が分かるよう、具体的に記載

してください。 

 当社では３名の社員が営業兼設計業務に携わっており、現状

では顧客との商談を直接出向いて対面で行い、会社にて顧客の

要望する内容に合わせた設計を行っている。そこでコミュニケ

ーションツールと設計業務ソフトウェアを導入し、これまで対

面で行っていた営業をオンラインで行い、会社で行っていた設

計業務を在宅で実施できるようにしたい。 

 

３ テレワーク導入により期待される効果と目標値について 

営業時の移動時間短縮により新規顧客獲得増 

在宅勤務による労働生産性の向上 

 

目標値 新規顧客獲得数 前年比○○％増 

    労働生産性の向上 前年比○○％増 

記載例 

テレワーク環境の構築が完了する予定日を記載 
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３ テレワーク導入に係る経費内訳 

区

分 

製品・サービス

名 
規格（型番） 数量 

（単位） 

単価

（円） 
計（円） 

設置場所 製品・サービスのＵＲＬ 

備
品
購
入
費 

ノート PC UD-100XS. 

３ 
100,000

円 

300,000 円 

 
☑事業所 

☑従業員宅 
h t t p s : / /○○○○○○ 

○○ソフト  

３ 84,000 円 252,000 円 ☑事業所 

□従業員宅 
h t t p s : / /○○○○○○ 

指紋認証装置 PL5300-S 

３ 
12,000

円 
36,000 円 ☑事業所 

☑従業員宅 
h t t p s : / /○○○○○○ 

  

   □事業所 

□従業員宅 
 

  

   □事業所 

□従業員宅 
 

  

   □事業所 

□従業員宅 
 

委
託
費 

 
 

   
 

賃
借
料 

 
 

   
 

利
用
料 

○○サービス 
 

１ 
5,200 円

（月額） 

15,600 円 

(３か月分) 
h t t p s : / /○○○○○○ 

  合  計   603,600 円 

単価が１０万円超のものは１０万円で記載 

この経費内訳には全て税抜価格を記載してください。 

合計金額の２/３（上限４０万円、千円未満切捨）が補

助申請額となります 
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  申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは、交付決定通知書を発送いた

します。交付決定以降の流れは以下のとおりです。 

 

○君津市産業支援センター（きみつの未来活力支援センター）で承認された 

テレワーク環境の整備（事業者） 

        ↓ 

○実績報告書・領収書等の写し・現場写真の提出（事業者→市） 

        ↓ 

○実績報告の確認、補助金確定通知書（市→事業者） 

        ↓ 

○交付請求書の提出（事業者→市） 

        ↓ 

○補助金の振り込み（市→事業者）※請求書到着から１カ月以内に振込となります 

  

 

 その他留意事項 

 

（１） 本補助金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給   

決定を取り消します。この場合、申請者は、補助金を返金するとともに、加算金を支払うこと

となります。 

（２） 市は必要に応じて、申請内容の状況について調査する場合があります。その場合、支給対象者

は市に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。 

（３）支給対象者は、本補助金の申請にかかる書類一式について、帳簿及び全ての証拠書類を備えてお

かなければなりません。また、帳簿及び証拠書類を令和３年度から５年間、保存しておかなけれ

ばなりません。 

 

  

３  支給までの流れ 
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 暴力団排除に関する規定（対象要件（６）関係）   

 

支給を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する

社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に

関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が、

将来においても、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行として

するものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を

行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団

員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供

与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人そ

の他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締

結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

上記内容に該当しないことを確認するため、君津市が千葉県警察本部に照会することについて承諾

していただくことが申請条件となります。 

 


